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１ 議 事 日 程（第１日） 

   （令和２年第１回有田川町議会臨時会） 

令和２年７月２９日 

午前９時３０分開会 

於 議 場 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 諸般の報告 

 日程第４ 議案第51号 令和２年度有田川町一般会計補正予算（第３号） 

 日程第５ 議長への委任について 

２ 出席議員は次のとおりである（１６名） 

    １番   堀 江 眞智子       ２番   増 谷   憲 

    ３番   椿 原 竜 二       ４番   中 島 詳 裕 

    ５番   星 田 仁 志       ６番   片 畑 進 之 

    ７番   谷 畑   進       ８番   小 林 英 世 

    ９番   林   宣 男       10番   殿 井   堯 

    11番   佐々木 裕 哲       12番   岡   省 吾 

    13番   森 谷 信 哉       14番   新 家   弘 

    15番   湊   正 剛       16番   亀 井 次 男 

３ 欠席議員は次のとおりである（なし） 

４ 遅刻議員は次のとおりである（なし） 

５ 会議録署名議員 

    ５番   星 田 仁 志       11番   佐々木 裕 哲 

６ 地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の氏名（１３名） 

   町 長  中 山 正 隆    副 町 長  坂 頭 徳 彦 

   住 民 税 務 部 長  山 田 展 生    福 祉 保 健 部 長  前久保 眞 次 

   総 務 政 策 部 長  一ツ田 友 也    消 防 長  中 硲   準 

   産 業 振 興 部 長  森 田 栄 一    建 設 環 境 部 長  鈴 木 幸 敏 

   総 務 課 長  新 田 耕 作    財 務 課 長  中 屋 正 也 

   企 画 調 整 課 長  細 野 正 人    教 育 長  楠 木   茂 

   教 育 部 長  井 上 光 生     

７ 職務のために議場に出席した事務局職員の職氏名（２名） 

   事 務 局 長  竹 中 幸 生    書 記  細 野 鶴 子 

８ 議事の経過 

開会 ９時３０分 

○議長（森谷信哉） 
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   おはようございます。 

   ただいまの出席議員は１６名であります。定足数に達しておりますので、ただいま

から、令和２年第１回有田川町議会臨時会を開会します。 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

開議 ９時３０分 

○議長（森谷信哉） 

   本日の会議を開きます。 

   なお、議事日程については、お手元に配付のとおりであります。 

……………日程第１ 会議録署名議員の指名…………… 

○議長（森谷信哉） 

   日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

   本臨時会の会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定により、議長において５

番、星田仁志君、１１番、佐々木裕哲君を指名いたします。 

……………日程第２ 会期の決定…………… 

○議長（森谷信哉） 

   日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

   去る７月１５日に開催されました議会運営委員会の結果について報告願います。 

   議会運営委員会委員長、殿井堯君。 

○議会運営委員会委員長（殿井 堯） 

   おはようございます。 

   議長の指名がありましたので、議会運営委員会の開催結果について、御報告を申し

上げます。 

   去る、７月１５日、午前９時から議会運営委員会を開催し、本臨時会の会期並びに

議事日程について協議いたしました。その結果、会期につきましては、本日１日限り

とさせていただきます。 

   議事日程については、お手元に配付されている日程表のとおりといたしたく思いま

す。日程第４、議案１件について、当局からの提案理由を求め、その後、全員協議会

において審査いただきたいと思います。 

   なお、全員協議会が終わり次第、議案第５１号について審議をお願いしたいと思い

ます。 

   この会期日程に御賛同賜り、円滑な議会運営ができますよう、議員各位の御協力を

お願い申し上げまして、御報告といたします。 

○議長（森谷信哉） 

   お諮りいたします。 

   ただいまの委員長からの報告のとおり、本臨時会の会期は本日、１日限りにしたい

と思います。 
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   御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   異議なしと認めます。 

   したがって、会期は、本日、１日限りに決定しました。 

……………日程第３ 諸般の報告…………… 

○議長（森谷信哉） 

   日程第３、諸般の報告を行います。 

   本臨時会に町長より提出された案件は、議案１件であります。 

   また、本日の説明員は町長ほか１２名であります。 

   以上で諸般の報告を終わります。 

……………日程第４ 議案第５１号…………… 

○議長（森谷信哉） 

   日程第４、議案第５１号、令和２年度有田川町一般会計補正予算第３号を議題とし

ます。 

   提案理由の説明を求めます。 

   町長、中山正隆君。 

○町長（中山正隆） 

   おはようございます。 

   本日、ここに令和２年第１回有田川町議会臨時会を招集いたしましたところ、議員

各位には何かとお忙しい中、御参集を賜り、厚くお礼を申し上げます。 

   それでは、ただいま、上程させていただきました議案について、御説明申し上げま

す。 

   議案第５１号は、令和２年度有田川町一般会計補正予算第３号であります。今回の

補正は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金が、国の補正予算により

拡充され、早急に事業実施をする必要が生じたため、また、令和２年７月３日から９

日の梅雨前線豪雨により災害が発生したため、緊急に災害復旧事業等を実施し、住民

の生活の安全を確保する必要が生じたために、各費目で補正を計上しています。 

   主な内容は、２款総務費の総務管理費では、一般管理費で、コロナウイルス対策や

災害対応等の時間外勤務手当として５００万円を、財産管理費で、議会棟会議室改修

及び感染症対策物品保管倉庫改修工事費として１，３３５万５，０００円を、企画費

で、旅行等移動補助金として１，０００万円を、徴税費では、賦課徴収費で、有田川

町すまい給付金として１，８９２万円を、戸籍住民基本台帳費では、住民票等のコン

ビニ交付システム導入委託料として７７０万円を、３款民生費の社会福祉費では、障

害者福祉費で、重度障害者等生活支援金として１，５００万円を、老人福祉費で、介

護施設等を支えるひと支援補助金として２１０万円を、児童福祉費の児童福祉総務費
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で、出産育児特別給付金として２，３００万円を、母子福祉費で、県が実施するひと

り親世帯臨時特別給付金の支給に関する事務費として３５万４，０００円を、４款衛

生費の保健衛生費では、予防費で、会計年度任用職員報酬として１１３万１，０００

円を、感染症対策の消毒液等の消耗品費として１，５９０万３，０００円を、そのう

ち５７４万２，０００円は次亜塩素酸水生成器を購入予定だった備品購入費を減額し

て消毒液等に振り替えております。高齢者インフルエンザ予防接種費用助成金として、

９０３万５，０００円を、６款農林水産業費の農業費では、農業振興費で、高収益作

物次期作支援推進事務の会計年度任用職員報酬として２２８万円を、援農・農家民泊

推進事業補助金として３５０万円を、農業者事業継続推進事業補助金として２，００

０万円を、林業費では林業振興費で修繕料として２，１８０万７，０００円を、治山

事業で、測量設計監理等委託料として３００万円を、工事請負費として８００万円を、

７款商工費では、商工総務費で中小企業等事業継続推進事業補助金として１，０００

万円を、観光費で、Ｗｉ－Ｆｉ環境構築業務委託料として６００万円を、９款消防費

では、常備消防費で、感染防止対策の消耗品費として１６５万７，０００円を、備品

購入費として１０８万４，０００円を、災害対策費で、避難所等の感染予防対策とし

て、ワンタッチパーティション、消毒液等の消耗品費として２，８４９万円を、その

うち３３０万円は次亜塩素酸水生成器を購入予定だった備品購入費を減額して消毒液

等に振り替えています。１０款教育費の教育総務費では、義務教育振興費で、ＧＩＧ

Ａスクール構想推進事業のタブレット端末の事務機器保守点検料として３０９万９，

０００円を、タブレット端末の備品購入費として１億１，１７７万７，０００円を、

社会教育費では、社会教育総務費で顔認証検温器の備品購入費として９８万４，００

０円を、文化財保護費でライブカメラの備品購入費として９３万６，０００円を、図

書館費で図書購入費として３２９万６，０００円を、保健体育費では、保健体育総務

費で、町内小中学校の感染症対策の消耗品費として１，４５０万円を、１１款災害復

旧費では、農地災害復旧費として８，０００万円を、農業用施設災害復旧費として２，

４４５万７，０００円を、林業用施設災害復旧費として９，５００万円を、公共土木

施設 災害復旧費として３，１１０万円を、その他公共施設災害復旧費として５００

万円を計上し、その他所要の補正を行った結果、歳入歳出それぞれ５億９，０８０万

１，０００円を追加し、補正後の予算総額は２０６億２，４０９万４，０００円と相

なりました。 

   なお、補正額の財源といたしましては、分担金、国庫・県支出金、基金繰入金、町

債などをあてることにしております。 

   また、繰越明許費及び地方債の補正につきましても、御審議を願うものであります。 

   以上で提出議案に対する私の説明を終わります。何とぞ、御審議の上、御賛同賜り

ますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（森谷信哉） 
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   町長の提案理由の説明が終わりました。 

   続きまして、補足説明はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   ないようですので、提案理由の説明を終わります。 

   暫時休憩いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

休憩 ９時４３分 

再開 １２時２９分 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（森谷信哉） 

   再開いたします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

   ２番、増谷憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   臨時会の補正予算、第３号について質疑をさせていただきます。 

   今回の補正額は５億９，０８０万１，０００円ですが、コロナウイルス対策関連と

災害復旧の予算となっています。財源を見ますと、国庫支出金が４億４，１８２万１，

０００円で、歳入全体の７４．７８％を占めています。そこで伺いますが、まず歳出

の１７ページに、旅行等移動補助金１，０００万円でありますが、１件１０万円掛け

る１００件分とあります。県内への研修、視察、観光する場合に、バスやタクシーを

借り上げると、それに対する助成ということであります。こういう点で、事業者から

こういう事業をしてほしいという要望があったのでしょうか。まず、お伺いしたいと

思います。 

○議長（森谷信哉） 

   総務政策部長、一ツ田友也君。 

○総務政策部長（一ツ田友也） 

   質疑にお答えさせていただきます。事業者から特に要望があったわけではなくて、

うちのほうで考えて事業を計画させていただきました。 

   以上です。 

○議長（森谷信哉） 

   ２番、増谷憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   この点での再質疑させていただきます。 

   先ほども露天商の問題で、問題になっておりましたけれども、今の時期、県内でも

コロナ感染者が増えてきて、収束していない中でこういう予算化というのはちょっと



－６－ 

心配するんですが、いかがでしょうか。 

○議長（森谷信哉） 

   総務政策部長、一ツ田友也君。 

○総務政策部長（一ツ田友也） 

   すみません。先ほどは起立せず、失礼しました。 

   これにつきましては、今の感染状況が危惧しているところですけど、まず、行き先

を県内に限定しているということ、あと小中学校の修学旅行とかでも、保護者負担で

行うバス代とかにも活用できるよう、広く活用させていただきたいと思いまして、現

在、この予算で計上させていただきました。その点を御理解いただきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（森谷信哉） 

   ２番、増谷憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   何もなければ、いいんですが。 

   それでは、次、１９ページの介護施設等を支えるひと支援補助金、２１０万円であ

りますが、７か所の介護施設への面会にいった場合、面会デジタル化システムという

ことで、テレビみたいなものでやりとりができるんかなという認識があるんですが、

もしそうだとして、もし違ったとしても、町の予算でデジタル化して、やるわけです

から、町外の方も利用することになっていくんではないか。町内の方だけ利用できる

かということなんですが、その点はいかがでしょうか。 

○議長（森谷信哉） 

   福祉保健部長、前久保眞次君。 

○福祉保健部長（前久保眞次） 

   施設のデジタル面会機器なんで、入所される方については、町内以外、県外の方も

多分７か所にはあると思うんで、利用者の方は面会者なんで、町内の方とは限ってい

ないと思います。 

   以上です。 

○議長（森谷信哉） 

   ２番、増谷憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   ということは、面会者全員が対象になるということであれば、この予算の組み方は

どうだったのかと、私は疑問を感じております。 

   それから、次、２１ページの援農・農家民泊推進事業、２００万円と１５０万円の

予算化がされております。自宅や倉庫を民泊の援農者のための宿泊施設としても利用

できて、その改修する場合の１００万円、５０万円を上限に改修費用を助成するとい

うものでありますが、この点でも、この時期として予算化するのは適切なのかという
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ことを感じるわけですが、また観光地においては、民泊施設が劣悪で、低料金となっ

ていて、全国的に問題になっているところもあって、本来の宿泊施設を圧迫して、問

題になってこないか心配するわけですが、今後、そういう点では町内においても、そ

ういう可能性があるんではないかと思いますが、認識を伺いたいと思います。 

○議長（森谷信哉） 

   産業振興部長、森田栄一君。 

○産業振興部長（森田栄一） 

   民泊等につきましては、町民の方からの依頼というか、ありまして、それを今、い

ろいろなことをしていって、そしてまた来年度になって、すぐに使えるとか、事業は

先に進めていきたいと考えています。 

   また、民泊については、今、有田川町内の民泊施設については、そういう意見を聞

いていないので、圧迫するとかいうことはないと思います。 

○議長（森谷信哉） 

   ２番、増谷憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   その点は十分注意してやっていただきたいと思います。 

   それから、２５ページのＧＩＧＡスクール構想についてでありますが、今回の予算

で端末機購入予算として１億１，１７７万７，０００円をされております。今回、海

南市、有田市、当町の２市１町で６，５４２台を共同購入するということになってお

りますが、当町では２，１０９台で、モバイルルーターなんかも必要数で見ますと、

小学校で２６９、中学校で６９というのが想定されるわけですが、まずセキュリティ

や時間制限、有害サイトへのアクセスの遮断などのペアレンタルコントロールの設定

はどうなるか、まず確認したいと思います。 

○議長（森谷信哉） 

   教育部長、井上光生君。 

○教育部長（井上光生） 

   子どもが閲覧するサイトや利用するアプリ等を適切に管理できるように、ソフトを

導入して万全を期します。 

○議長（森谷信哉） 

   ２番、増谷憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   次に、端末機の使い方を指導できる先生の問題なんですが、いわゆるスクールサポ

ートスタッフとか、ＩＣＴ指導員というのが国の財政措置で認められておりますけれ

ども、この点でそういうことを考えておられるのか。それとも、前言った、先生方の

グループで対応するのかという点、改めて確認したいと思います。 

○議長（森谷信哉） 



－８－ 

   教育部長、井上光生君。 

○教育部長（井上光生） 

   まず、授業で活用することが第一と考えております。環境を整えることと同時に、

授業のスキルとＩＣＴに詳しい先生に教職員クラブを通じて、研修や研さんを重ねて、

教職員全員が活用できるようにしたいと考えております。 

○議長（森谷信哉） 

   ２番、増谷憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   先生方に頼むのはあれなんですけども、今、先生の過労というか、労働状況も大変

な中で、英語教育も入って、負担が大変だと思うんで、その点は十分配慮した上で、

やっぱりこういう人員体制も含めて検討すべきだと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

   次に、１日のネット使用時間について、どれぐらいの範囲を見込んでおりますか。 

○議長（森谷信哉） 

   教育部長、井上光生君。 

○教育部長（井上光生） 

   学校の授業の中で使うものについては、４５分なら４５分、５０分なら５０分丸々

使うという授業というのは恐らくないとは思います。ただ、もし、今後、家庭でとい

うことになれば、３時間程度が限界かなと考えております。 

   以上です。 

○議長（森谷信哉） 

   ２番、増谷憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   その点も指導していただきたいですが、今の御答弁と関連して、昨年度、東京都で

慶応大学の研究チームが、小学校や中学校の近視とか、強度近視で調査した結果が出

ているんですよ。小学校の近視が平均で７６．５％、強度近視が４％、中学生で近視

が９４．９％、強度近視が１１．３％と、驚くべき結果が出ているという報告がある

んです。強度近視になった場合、将来、失明する可能性が１０％もあって、他の病的

疾患も誘発する、病的近視手前の病状だと言われております。 

   スマホでは２０センチメートル前後、端末機では３０センチメートル前後で使用し

ていることや、利用時間が延びていること、外での遊び時間が減少していることなど

も原因ではないかと言われておりますが、こういうふうに利用が増えていくと、強度

近視、もしくは片眼視になるということも指摘されております。こういう点での認識

を含めてどうでしょうか。 

○議長（森谷信哉） 

   教育部長、井上光生君。 
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○教育部長（井上光生） 

   ２０１９年８月に慶応大学が発表した、その先生のデータというのは存じておりま

す。タブレットというか、１人１台の端末の導入で、近視等の環境的な要因が増える

ことのないよう、正しい姿勢や適度な明るさ、適度に目を休めること等を配慮したい

と思っております。 

   以上です。 

○議長（森谷信哉） 

   ２番、増谷憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   目を休ませるなど、利用時間に十分注意をしていただいて、細かい配慮を求めてお

きたいと思います。 

   次に、端末機の機種の問題であります。液晶側に本体機能を内蔵し、キーボードを

着脱できるデタッチャブル型と、液晶が３６０度回転できるコンバーチブル型という

のがあるというふうに言われています。当町ではコンバーチブル型を選定すると、仕

様書ではそうなっていると思うんですが、この機種を選定した理由は何でしょうか。 

○議長（森谷信哉） 

   教育部長、井上光生君。 

○教育部長（井上光生） 

   文部科学省の推奨スペックを上回っていること。そして、生徒が使いやすいこと。

丈夫なこと等です。 

○議長（森谷信哉） 

   ２番、増谷憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   今、部長が、丈夫なことという答弁がありました。それで、この機種の保証期間、

どちらのタイプも自然故障の場合で３年間という短い期間となっています。まあ、そ

うなんか知らんけど。生徒が使うのですから、壊すこともしょっちゅうあるんかなと

いう心配をするわけです。そこで、そういう壊れたときの対応も含めて、予備も幾つ

かあると聞いておりますが、対応についてはどう考えておりますか。 

○議長（森谷信哉） 

   教育部長、井上光生君。 

○教育部長（井上光生） 

   壊れたときの修理期間については予備機で対応いたしたく考えております。壊した

ときとかっていう場合も、ほかの備品類と同じように、事故的なことであれば、公費

で負担ということになろうかと思います。ただ、故意的にっていう場合については御

負担いただく場合もあろうかと考えております。 

   以上です。 
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○議長（森谷信哉） 

   ２番、増谷憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   最後、建設環境部長に確認したいんですが、今回、災害関連で予算化、結構されて

おりまして、予算書を見ても繰越しのものは入っていなかったというか。ということ

は、今度の年度内に工事が終了するっていう把握をしていいんでしょうか。その点、

確認したいんですが。 

○議長（森谷信哉） 

   建設環境部長、鈴木幸敏君。 

○建設環境部長（鈴木幸敏） 

   一応、まだ査定も受けていないので、断言はできませんが、年度内に完成させたい

と思います。 

   ただ、繰越しになる場合は、また、次の議会で提案させていただきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（森谷信哉） 

   ほかにございませんか。 

   ３番、椿原竜二君。 

○３番（椿原竜二） 

   令和２年度有田川町一般会計補正予算、第３号について質問させていただきます。 

   予算書の２５ページなんですけれども、こども教育課の備品購入費、１億１，０７

７万７，０００円なんですけれども、ＧＩＧＡスクール構想のタブレット端末購入と

いうところで、この購入について、また詳細をちょっとお聞きしたいなと思うんです

けれども、要は、この前も、共同調達のホームページも見させていただきました。い

つ納品されるのか、また学校に配備されるのがいつなのか、いつぐらいから使えるの

かっていう、そういった計画をお伺いいたします。 

○議長（森谷信哉） 

   教育部長、井上光生君。 

○教育部長（井上光生） 

   予定では、今年中に導入したいと考えております。 

○議長（森谷信哉） 

   ３番、椿原竜二君。 

○３番（椿原竜二） 

   ということは、計画どおり行けば、来年の１月には使用できると、オンラインの授

業なんかにしてもそうですし、そういった使用ができるという理解でよろしいでしょ

うか。 

○議長（森谷信哉） 
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   教育部長、井上光生君。 

○教育部長（井上光生） 

   来年の１月からは、学校での環境が整うというところです。 

○議長（森谷信哉） 

   ほかに質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。本案は、原案のとおり決することに賛成の方は、起立願

います。 

〔起立全員〕 

○議長（森谷信哉） 

   起立全員であります。 

   よって本案は原案のとおり可決いたしました。 

……………日程第５ 議長への委任について…………… 

○議長（森谷信哉） 

   日程第５、議長への委任についてお諮りします。 

   本臨時会における全ての議決事件等について、その条項、字句、数字、その他の整

理を要するものについては、会議規則第４５条の規定により、その整理を議長に委任

されたいと思います。ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   １０番、殿井堯君。 

○１０番（殿井 堯） 

   この臨時議会において、さっきから議員が質疑応答、また繰り返して質問もし、議

会として有田川町の執行部に対して、なるべくなら運営をスムーズに行けるよう、努

力と努力を重ねてやってきています。この際、議長に臨時議会の後でも、執行部との

関係を、やっぱりきっちりして線を結ばんと、あまりにも議会と執行部側とがなあな

あし過ぎているんじゃないかと。だから、そのために、いろいろと質疑応答をする者

に対しても、何か曖昧なそのままの状態で行っていると。 

   今回、議員から指摘があったこともそうやし、我々、議会としての組織もそうやし、



－１２－ 

やっぱり議会としては一番、有田川町行政に対してチェック機関、最高のチェック機

関であるということを我々は認識しもて、質問、質疑をしている。だから、これに対

しての線は、議長に要望する、今後、議長としての立場で、あまりにもなあなあの線

というのはないように、きっちりして、議会は議会の襟を正し、執行部側は執行部側

としての襟を正し、議会運営をやっていかんと、このままでは最終的には議会も同じ

穴のむじなという格好で、世間的にされる恐れがある。今日も勇気を持ってそういう

質疑をしてくれた議員に対してでも、そういうことを知らされてこそ、我々はこれは

いかがなものかということがあるんで、今後、議会の運営に対しても、私、議会運営

委員会の委員長としても、ちょっと、いささか今回というか、この臨時議会はちょっ

と満足の行く議会ではなかったという感を持って、これもまた議長に対して、副議長

に対して、各議員に対してでも、もうちょっとしかるべき、しっかりした行動でやら

んと、有田川町は何しているんだという思いが世間に伝わってしまうような格好にな

ると思うんで、今後ともまた議長の采配として、またチェック機関である議会運営と

しての行動をお願いしたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。 

○議長（森谷信哉） 

   今、１０番、殿井堯君から提案がありましたとおり、真摯に受け止めて、これから

先、ますます議会運営について、議会運営委員会の委員長ともども、しっかりと取り

組んでいきたいと思いますので、どうか皆様方の御協力をよろしくお願いいたします 

   ほかに御異議とかはありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   異議なしと認めます。 

   本臨時会の会議に付された事件は全て終了しました。 

   これで会議を閉じます。 

   令和２年第１回有田川町議会臨時会を閉会します。 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

閉会 １２時４５分 
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